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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第27期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。第28期中の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、第28期中が非上場であり期中平

均株価の把握ができないため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第28期中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第8号）を適用しております。 

４ 当社は平成18年4月16日付けで普通株式20株を1株とする株式併合を行っております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第27期中 第28期中 第29期中 第27期 第28期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (千円) ― 35,060,431 40,205,418 43,200,979 68,700,090

経常利益 (千円) ― 6,509,805 6,720,792 3,793,492 10,545,754

中間(当期)純利益 (千円) ― 6,699,219 5,391,442 4,320,074 10,470,460

純資産額 (千円) ― 33,518,117 51,943,300 26,818,897 46,551,857

総資産額 (千円) ― 140,304,453 174,774,986 134,135,307 163,360,411

１株当たり純資産額 (円) ― 33,565.54 49,536.47 1,342.84 44,394.84

１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) ― 6,708.69 5,141.62 284.89 10,271.10

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) ― ― 5,115.28 ― 10,200.35

自己資本比率 (％) ― 23.9 29.7 20.0 28.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 6,251,829 5,876,484 8,311,129 13,403,750

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △5,936,409 △8,998,139 △41,509,174 △20,075,626

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 1,190,000 △412,000 31,511,828 11,196,937

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ― 7,073,627 6,559,614 5,501,050 10,093,269

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名) ―
5,252

〔3,091〕
5,718

〔3,595〕
4,785 

〔 3,093〕
5,204

〔3,235〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第27期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。第28期中の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、第28期中が非上場であり期中平

均株価の把握ができないため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第28期中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第8号）を適用しております。 

４ 当社は平成18年4月16日付けで普通株式20株を1株とする株式併合を行っております。 

  

回次 第27期中 第28期中 第29期中 第27期 第28期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (千円) ― 3,255,754 3,153,527 4,891,470 6,284,652

経常利益 (千円) ― 747,754 648,856 463,589 606,239

中間(当期)純利益 (千円) ― 465,175 386,687 233,695 343,153

資本金 (千円) ― 6,309,727 10,940,977 6,309,727 10,940,977

発行済株式総数 (株) ― 998,587 1,048,587 19,971,740 1,048,587

純資産額 (千円) ― 23,197,694 32,724,860 22,732,518 32,338,172

総資産額 (千円) ― 104,587,107 127,765,001 103,403,429 121,123,046

１株当たり純資産額 (円) ― 23,230.51 31,208.53 1,138.23 30,839.76

１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) ― 465.83 368.77 15.41 336.62

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) ― ― 366.88 ― 334.30

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 22.2 25.6 22.0 26.7

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名) ―
3,844

〔1,556〕
4,338

〔1,787〕
3,591 

〔1,509〕
3,972

〔1,563〕



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当企業グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は「３ 関係会社の状況」に記載のとおりであり

ます。 

  

３ 【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の連結子会社となっております。 

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当企業グループに籍のある従業員のみを集計した就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の中間連結会計期間における平均雇用人数であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及びアルバイトを含んでおります。 

４  従業員数が当中間連結会計期間において514名〔360名〕増加している主な要因は、新規ゴルフ場取得に伴う

従業員の承継によるものであります。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社に籍のある従業員のみを集計した就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人数であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及びアルバイトを含んでおります。 

４  従業員数が当中間会計期間において366名〔224名〕増加している主な要因は、新規ゴルフ場取得及び子会社

の従業員を㈱アコーディア・ゴルフへ転籍させたことによるものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当企業グループには、以下の労働組合があり、その名称、組合員及び上位団体は以下の通りでありま

す。なお、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 加盟上位団体に単独加入している為、労働組合としての組成はありません。 

名称 住所

主要な事業 議決権の所有

関係内容資本金 の内容 割合

(％)

西海国立公園開発㈱ 東京都渋谷区 100,000千円 ゴルフ場経営 100.0
ゴルフ場運営受託
役員の兼任等4名 
資金援助

大和高原開発㈱ 東京都渋谷区 90,000千円 ゴルフ場経営 100.0
ゴルフ場運営受託
役員の兼任等3名 
資金援助

山田総業㈱ 東京都渋谷区 10,000千円 ゴルフ場経営 100.0
ゴルフ場運営受託
役員の兼任等3名 
資金援助

㈱伊賀ゴルフクラブ 東京都渋谷区 10,000千円 ゴルフ場経営 100.0
ゴルフ場運営受託
役員の兼任等3名 
資金援助

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ゴルフ事業
5,718

〔3,595〕

合計
5,718

〔3,595〕

従業員数(名)
4,338

〔1,787〕

名称 組合員数(名) 加盟上位団体

泉佐野カントリークラブ 
(注)

12
全国一般労働組合
大阪一般合同労働組合

JEC連合関東化学一般労組 20 JEC連合(日本化学エネルギー産業労働組合連合会)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の増加、雇用情勢の改善

などにより、景気は緩やかながらも拡大基調となりました。一方個人消費につきましては、一部の原材

料価格高騰に伴う製品価格の上昇や定率減税の廃止による家計収入減少などの影響により、弱含みのま

ま推移いたしました。 

当企業グループが属するゴルフ業界につきましては、ゴルファー人口の減少が続くものの、景気の拡大

基調に加え、女子プロゴルファーや男子アマチュアゴルファーの活躍などによるゴルフ人気の上昇を背

景とした女性ゴルファーの増加やプレー頻度の高まりにより、ゴルフ場への入場者は緩やかに増加いた

しました。 

このような経営環境の下、当企業グループは事業基盤の拡大を目的として、収益改善が見込まれるゴル

フ場の取得や運営受託契約の獲得など運営ゴルフ場数の増加を図りました。これにより当中間連結会計

期間末における運営ゴルフ場数は、保有コースが109コース、その他保有を伴わない運営受託など契約

を締結しているコース数が19コースとなり、合計では前連結会計年度末と比較し7コース増の128コース

となりました。また、取得したゴルフ場の収益改善を図るため、芝の管理などコースコンディションの

品質向上を行い、プレー環境を整備いたしました。さらに、入場者増加を目的として、お客さまの多様

なプレーニーズに対応できるスタート時間の提供を行うとともに、季節的に長い日照時間を活用した早

朝や薄暮などプレー枠の拡大や予約状況に応じたプレー料金の設定などを行いました。 

これらの取り組みにより、ゴルフ場の入場者数（注）は、台風や記録的な猛暑など天候不順の影響もあ

りましたが、前連結会計年度および当中間連結会計期間に取得したゴルフ場の寄与やプレーバリエーシ

ョンの提供などのサービスが奏功したことを主な要因として、前年同期比42万人増の323万人（前年同

期間281万人）となりました。 

当中間連結会計期間より積極的な取り組みを開始いたしましたゴルフ練習場事業は、前連結会計年度に

取得した１ヶ所のゴルフ練習場に加え、新たに1ヶ所のゴルフ練習場と運営受託契約を締結いたしまし

た。 

なお、当社は株主のみなさまのご支援に感謝の意を表するとともに、当企業グループが保有するゴルフ

場をご利用いただくことにより当企業グループ事業のご理解をより深めていただくため、株主優待制度

を導入いたしました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の営業収益は、ゴルフ場の増加等により前年同期と比べ5,144,987

千円（14.7％）増加し40,205,418千円となりました。営業費用は、ゴルフ場の増加及び株主優待制度導

入に伴い株主優待引当金の繰入れを541,000千円計上したこと等により前年同期と比べ4,907,271千円

（17.5％）増加し32,959,906千円となりました。これにより営業利益は、前年同期と比べ237,716千円

（3.4％）増加し7,245,511千円となりました。 

経常損益は、営業外収益が97,650千円(前年同期比1,174千円増)となり、営業外費用が622,370千円(前

年同期比27,904千円増)となったことにより前年同期と比べ210,987千円（3.2％）増加し6,720,792千円

の経常利益となりました。また、特別利益が191,856千円(前年同期比283,679千円減)となり、特別損失

が155,941千円(前年同期比80,564千円減)となったことにより税金等調整前中間純利益は、前年同期と

比べ7,872千円（0.1％）増加し6,756,707千円となりました。 

中間純利益は、主要な子会社であるスポーツ振興㈱の税務上の繰越欠損金が無くなったことを主な要因



として法人税、住民税及び事業税が増加したこと等により、前年同期と比べ1,307,777千円

（19.5％）減少し5,391,442千円となりました。 

（注）当企業グループの保有コース及び運営受託契約を締結しているコースの入場者数 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により5,876,484千円増加し、投資活

動により8,998,139千円減少し、財務活動により412,000千円減少いたしました。この結果、現金及び現

金同等物（以下「資金」という。）の残高は、3,533,655千円減少し当中間連結会計期間末における残

高は6,559,614千円（前期末比35.0％減少）となりました。 

各活動別のキャッシュ・フローの状況につきましては以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、前年同期と比べ375,345千円（6.0％）

減少し5,876,484千円となりました。減少の主な内容は、前年同期比で、連結子会社増加等によるのれ

ん償却費340,659千円の増加、株主優待引当金541,000千円の増加、固定資産売却益337,939千円の減少

等による資金の増加があったものの、未払金1,374,594千円の減少、税負担の増加に伴う法人税等の支

払額546,625千円の増加等による資金の減少があったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は、前中間連結会計期間と比べ3,061,730

千円（51.6％）増加し8,998,139千円となりました。増加の主な内容は、子会社の取得に伴い前中間連

結会計期間に比べ連結子会社の株式の取得による支出が3,112,513千円増加したことによるものであり

ます。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動により使用した資金は、412,000千円となりました。内容は、

短期借入れによる収入2,000,000千円、約定弁済による長期借入金の返済による支出2,412,000千円であ

ります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当企業グループは、ゴルフ事業が主要な事業であるため、該当事項はありません。 

なお、当企業グループは、ゴルフ事業の単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は作

成しておりませんので、売上区分別の金額を記載しております(以下、「販売実績」まで同じ)。 

  

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注実績 

当企業グループは、ゴルフ事業が主要な事業であるため、該当事項はありません。 

  

(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を売上区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

営業収益区分 仕入高(千円) 前年同期比(％)

商品 1,381,838 106.0

合計 1,381,838 106.0

営業収益区分 販売高(千円) 前年同期比(％)

ゴルフ場運営 29,678,705 117.1

レストラン 7,394,012 110.6

ゴルフ用品販売 1,762,606 103.5

その他 1,370,093 102.6

合計 40,205,418 114.7



４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行っておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中

間連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 3,990,000

計 3,990,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,048,587 1,048,587
東京証券取引所
(市場第1部)

―

計 1,048,587 1,048,587 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権 

① 第１回新株予約権 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、当該調整時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式数のみ行われる。調

整により生じる１株未満の端株については切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率 

  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、本新株予約権の目的たる株式数について、合理的な範囲で必要と認める調

整を行うことができる。 

２ 本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、株式分割の場合は株式分割のための株

式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、払込金額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができ

る。 

３ 新株予約権の行使条件は下記の通りである。 

 ①上場の日後１ヶ月を経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとする。 

 ②当社の株券が上場される日まで継続的に、当社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役または従業員

であることを要する。 

 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところ

による。 

４ 新株予約権の譲渡に関する事項は下記の通りである。 

  新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。なお、上記新株予約権割当契約書に

もとづき、新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の一切の処分をすることができないものとする。 

  

取締役会及び株主総会事項についての書面決議による決議日(平成18年３月30日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 19,640 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 19,640 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135,000 同左

新株予約権の行使期間
自 平成20年４月21日
至 平成25年４月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  135,000
資本組入額  67,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率



② 第２回Ａ種新株予約権 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、当該調整時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式数のみ行われる。調

整により生じる１株未満の端株については切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率 

  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、本新株予約権の目的たる株式数について、合理的な範囲で必要と認める調

整を行うことができる。 

２ 本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、株式分割の場合は株式分割のための株

式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、払込金額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができ

る。 

３ 新株予約権の行使条件は下記の通りである。 

 ①上場の日後１年を経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとする。 

 ②当社の株券が上場される日まで継続的に、当社の取締役、執行役員、監査役または従業員であることを要す

る。 

 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところ

による。 

４ 新株予約権の譲渡に関する事項は下記の通りである。 

  新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。なお、上記新株予約権割当契約書に

もとづき、新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の一切の処分をすることができないものとする。 

  

取締役会及び株主総会事項についての書面決議による決議日(平成18年３月30日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,800 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,800 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1 同左

新株予約権の行使期間
自 平成18年４月21日
至 平成25年４月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1
資本組入額 1

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率



③ 第２回Ｂ種新株予約権 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、当該調整時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式数のみ行われる。調

整により生じる１株未満の端株については切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率 

  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、本新株予約権の目的たる株式数について、合理的な範囲で必要と認める調

整を行うことができる。 

２ 本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、株式分割の場合は株式分割のための株

式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、払込金額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができ

る。 

３ 新株予約権の行使条件は下記の通りである。 

 ①上場の日後１年を経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとする。 

 ②平成20年１月１日と当社の株券が上場される日まで継続的に、当社の取締役、執行役員、監査役または従業

員であることを要する。 

 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところ

による。 

４ 新株予約権の譲渡に関する事項は下記の通りである。 

  新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。なお、上記新株予約権割当契約書に

もとづき、新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の一切の処分をすることができないものとする。 

  

取締役会及び株主総会事項についての書面決議による決議日(平成18年３月30日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,195 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,195 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1 同左

新株予約権の行使期間
自 平成20年１月１日
至 平成25年４月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1
資本組入額 1

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率



④ 第２回Ｃ種新株予約権 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、当該調整時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式数のみ行われる。調

整により生じる１株未満の端株については切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率 

  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、本新株予約権の目的たる株式数について、合理的な範囲で必要と認める調

整を行うことができる。 

２ 本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、株式分割の場合は株式分割のための株

式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、払込金額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができ

る。 

３ 新株予約権の行使条件は下記の通りである。 

 ①上場の日後１年を経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとする。 

 ②平成21年１月１日と当社の株券が上場される日まで継続的に、当社の取締役、執行役員、監査役または従業

員であることを要する。 

 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところ

による。 

４ 新株予約権の譲渡に関する事項は下記の通りである。 

  新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。なお、上記新株予約権割当契約書に

もとづき、新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の一切の処分をすることができないものとする。 

  

取締役会及び株主総会事項についての書面決議による決議日(平成18年３月30日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,195 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,195 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1 同左

新株予約権の行使期間
自 平成21年１月１日
至 平成25年４月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1
資本組入額 1

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率



⑤ 第２回Ｄ種新株予約権 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、当該調整時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式数のみ行われる。調

整により生じる１株未満の端株については切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率 

  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、本新株予約権の目的たる株式数について、合理的な範囲で必要と認める調

整を行うことができる。 

２ 本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、株式分割の場合は株式分割のための株

式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
  また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他調整の

必要が生じた場合には、当社は、払込金額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができ

る。 

３ 新株予約権の行使条件は下記の通りである。 

 ①上場の日後１年を経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとする。 

 ②平成22年１月１日と当社の株券が上場される日まで継続的に、当社の取締役、執行役員、監査役または従業

員であることを要する。 

 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところ

による。 

４ 新株予約権の譲渡に関する事項は下記の通りである。 

  新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。なお、上記新株予約権割当契約書に

もとづき、新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の一切の処分をすることができないものとする。 

  

取締役会及び株主総会事項についての書面決議による決議日(平成18年３月30日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,210 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,210 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1 同左

新株予約権の行使期間
自 平成22年１月１日
至 平成25年４月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1
資本組入額 1

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率



(3) 【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）平成19年6月28日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金へ   

   の振替であります。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
（注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

      日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）     22,384株 

      野村信託銀行㈱ （投信口）            17,352株 

        日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）   15,709株 

      資産管理サービス信託銀行㈱ （信託Ｂ口）         8,949株 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年8月10日 
（注）

－ 1,048,587 － 10,940,977 △5,000,000 14,140,470

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

サウス・ウインド・リアルティ・
ファイナンス・ケイマン・カンパ
ニー

東京都港区西麻布3丁目20-16西麻布アネックス 470,587 44.88

ゴールドマン・サックス・インタ
ーナショナル 
（常任代理人ゴールドマン・サッ
クス証券㈱）

 
（東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ
森タワー）

27,413 2.61

日本マスタートラスト信託銀行㈱
（信託口）

東京都港区浜松町2丁目11-3 22,990 2.19

バンクオブニューヨークジーシー
エムクライアントアカウントジェ
イピーアールディアイエスジーエ
フイーエイシー 
（常任代理人㈱三菱東京ＵＦＪ銀
行）

 
 
（東京都千代田区丸の内2丁目7番1号）

22,802 2.17

オズアジアマスターファンドリミ
テッド 
（常任代理人ゴールドマン・サッ
クス証券㈱）

 
（東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ
森タワー）

20,000 1.90

オズマスターファンドリミテッド 
（常任代理人ゴールドマン・サッ
クス証券㈱）

 
（東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ
森タワー）

20,000 1.90

野村信託銀行㈱ （投信口） 東京都千代田区大手町2丁目2-2 17,352 1.65

日本トラスティ・サービス信託銀
行㈱（信託口）

東京都中央区晴海1丁目8-11 16,579 1.58

クレディスイスヨーロッパリミテ
ッドロンドンプライムブロックレ
イジ 
（常任代理人クレディ・スイス証
券㈱）

 
 
（東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタ
ワー）

10,181 0.97

資産管理サービス信託銀行㈱ 
（信託Ｂ口）

東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドト
リトンスクエアオフィスタワーＺ棟

8,949 0.85

計 ― 636,853 60.7



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
（注）「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が195株（議決権  

    195個）含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,048,587
1,048,587 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 1,048,587 ― ―

総株主の議決権 ― 1,048,587 ―



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 144,000 143,000 121,000 123,000 128,000 122,000

低(円) 129,000 102,000 109,000 114,000 106,000 116,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結  

 財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、   

 改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表  

 等規則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中 

 間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※４ 7,077,277 6,563,265 10,096,919

 ２ 営業未収入金 6,505,257 4,899,712 5,212,086

 ３ たな卸資産 1,517,779 1,415,583 1,290,132

 ４ 繰延税金資産 3,232,996 2,625,117 3,061,372

 ５ その他 ※２ 1,633,975 1,744,940 1,972,996

   貸倒引当金 △2,938,656 △992,593 △948,086

   流動資産合計 17,028,628 12.1 16,256,026 9.3 20,685,421 12.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 ※２ 21,394,469 26,297,701 24,333,277

  (2) ゴルフコース 61,135,778 74,870,679 69,100,637

  (3) 土地 26,322,668 32,019,396 30,705,362

  (4) その他 3,311,124 2,973,436 2,693,675

   有形固定資産合計 112,164,040 80.0 136,161,214 77.9 126,832,953 77.6

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 5,258,644 16,736,567 10,419,078

  (2) その他 3,629,453 3,978,843 3,910,137

   無形固定資産合計 8,888,097 6.3 20,715,410 11.9 14,329,215 8.8

 ３ 投資その他の資産

  (1) 長期貸付金 395,669 25,320 25,320

  (2) その他 ※２ 2,801,559 2,112,269 1,925,636

    貸倒引当金 △973,542 △495,253 △438,135

   投資その他の資産 
   合計

2,223,686 1.6 1,642,335 0.9 1,512,820 0.9

   固定資産合計 123,275,824 87.9 158,518,960 90.7 142,674,990 87.3

   資産合計 140,304,453 100.0 174,774,986 100.0 163,360,411 100.0



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 2,359,873 2,615,175 2,242,444

 ２ 短期借入金 ※2,3 － 4,000,000 2,000,000

 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金

※2,3 4,735,600 4,824,000 4,824,000

 ４ 未払金 3,938,600 8,049,977 5,830,692

 ５ 未払法人税等 777,747 1,423,211 888,720

 ６ 前受年会費収入 1,658,385 1,726,585 4,685,796

 ７ 賞与引当金 360,884 578,050 446,294

 ８ ポイントカード 
   引当金

500,374 391,737 359,997

 ９ 株主優待引当金 － 541,000 －

 10 その他 621,562 783,592 561,011

   流動負債合計 14,953,028 10.7 24,933,329 14.3 21,838,957 13.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※2,3 61,454,400 57,842,000 60,254,000

 ２ 繰延税金負債 11,408,585 13,623,742 11,859,919

 ３ 入会保証金 18,857,751 26,169,767 22,651,092

 ４ その他 112,571 262,846 204,584

   固定負債合計 91,833,307 65.4 97,898,356 56.0 94,969,596 58.1

   負債合計 106,786,336 76.1 122,831,686 70.3 116,808,554 71.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,309,727 4.5 10,940,977 6.3 10,940,977 6.7

 ２ 資本剰余金 16,009,220 11.4 20,640,470 11.8 20,640,470 12.6

 ３ 利益剰余金 11,199,169 8.0 20,361,852 11.6 14,970,409 9.2

   株主資本合計 33,518,117 23.9 51,943,300 29.7 46,551,857 28.5

   純資産合計 33,518,117 23.9 51,943,300 29.7 46,551,857 28.5

   負債純資産合計 140,304,453 100.0 174,774,986 100.0 163,360,411 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益 35,060,431 100.0 40,205,418 100.0 68,700,090 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ 事業費 ※１ 26,568,573 31,353,841 53,640,794

 ２ 販売費及び 
   一般管理費

※２ 1,484,062 28,052,635 80.0 1,606,065 32,959,906 82.0 3,278,852 56,919,647 82.9

   営業利益 7,007,795 20.0 7,245,511 18.0 11,780,443 17.1

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 10,214 15,492 24,619

 ２ 利用税等報奨金 23,651 30,520 52,264

 ３ 施設賃貸収入 9,476 27,597 19,866

 ４ その他 53,134 96,476 0.3 24,039 97,650 0.2 82,284 179,034 0.3

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 451,096 616,270 1,007,941

 ２ シンジケートローン 
   組成費用

126,802 － 241,100

 ３ その他 16,566 594,466 1.7 6,099 622,370 1.5 164,682 1,413,723 2.0

   経常利益 6,509,805 18.6 6,720,792 16.7 10,545,754 15.4

Ⅴ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 345,913 7,974 383,860

 ２ 営業補償金 78,097 77,610 156,491

 ３ 貸倒引当金戻入額 － － 96,028

 ４ 償却債権取立益 － 57,367 －

 ５ その他 51,524 475,535 1.3 48,903 191,856 0.5 121,675 758,056 1.1

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除売却損 ※４ 19,098 10,621 219,521

 ２ 貸倒引当金繰入額 104,727 － 113,143

 ３ 災害損失 63,156 42,298 77,228

 ４ 訴訟和解金 40,000 － －

 ５ 事業再生関連損失 ※５ － 98,021 －

 ６ その他 9,523 236,505 0.7 5,000 155,941 0.4 129,059 538,953 0.8

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

6,748,835 19.2 6,756,707 16.8 10,764,858 15.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

618,978 1,225,349 842,544

   法人税等調整額 △569,362 49,615 0.1 139,915 1,365,264 3.4 △548,146 294,397 0.5

   中間(当期)純利益 6,699,219 19.1 5,391,442 13.4 10,470,460 15.2



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高  (千円) 6,309,727 16,009,220 4,499,949 26,818,897 26,818,897

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 6,699,219 6,699,219 6,699,219

中間連結会計期間中の変動額合計 

            (千円)
－ － 6,699,219 6,699,219 6,699,219

平成18年９月30日残高  (千円) 6,309,727 16,009,220 11,199,169 33,518,117 33,518,117

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日残高  (千円) 10,940,977 20,640,470 14,970,409 46,551,857 46,551,857

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 5,391,442 5,391,442 5,391,442

中間連結会計期間中の変動額合計 

            (千円)
－ － 5,391,442 5,391,442 5,391,442

平成19年９月30日残高  (千円) 10,940,977 20,640,470 20,361,852 51,943,300 51,943,300

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高  (千円) 6,309,727 16,009,220 4,499,949 26,818,897 26,818,897

連結会計年度中の変動額

  新株の発行 4,631,250 4,631,250 9,262,500 9,262,500

 当期純利益 10,470,460 10,470,460 10,470,460

連結会計年度中の変動額合計 

            (千円)
4,631,250 4,631,250 10,470,460 19,732,960 19,732,960

平成19年3月31日残高  (千円) 10,940,977 20,640,470 14,970,409 46,551,857 46,551,857



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
 税金等調整前中間(当期) 
 純利益

6,748,835 6,756,707 10,764,858

 減価償却費 1,109,932 1,216,607 2,297,221

 のれん償却費 556,651 897,310 1,200,008

  上場関連費用 － － 143,562

 貸倒引当金の増減額 
 （△は減少）

28,046 22,853 △1,990,780

 賞与引当金の増減額（△は減  
 少）

120,068 125,936 177,567

 ポイントカード引当金の 
 増減額（△は減少）

67,520 31,740 △88,852

  株主優待引当金の増減額（△  
  は減少）

－ 541,000 －

 受取利息 △10,214 △15,492 △24,619

 支払利息 451,096 616,270 1,007,941

 固定資産売却益 △345,913 △7,974 △383,860

 固定資産除売却損 19,098 10,621 219,521

 営業未収入金の増減額 
 （△は増加）

807,021 608,215 2,284,048

 買掛金の増減額（△は減少） 365,234 303,775 187,874

 未払金の増減額（△は減少） 77,224 △1,297,370 1,038,204

 前受年会費収入の増減額 
 （△は減少）

△3,126,079 △3,062,344 △170,828

 その他 △52,284 396,115 △1,913,419

    小計 6,816,238 7,143,972 14,748,447

 利息の受取額 12,205 12,444 27,570

 利息の支払額 △446,848 △603,541 △995,973

 法人税等の支払額 △129,765 △676,390 △376,294

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

6,251,829 5,876,484 13,403,750

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
 有形固定資産の取得 
 による支出

△1,508,698 △1,790,255 △3,146,407

 有形固定資産の売却 
 による収入

420,740 35,270 588,364

 無形固定資産の取得 
 による支出

△132,720 △129,662 △349,057

 投資有価証券の取得 
 による支出

△631,200 － △100,000

 連結子会社の株式の取得によ  
 る支出

△3,912,698 △7,025,211 △14,986,440

 短期貸付金の純増減額 △163,000 － △220,000

 長期貸付けによる支出 － － △1,463,000

 長期貸付金の回収よる収入 270 － 26,558

 更生会社へのスポンサー出資 
 中間金の支払による支出

－ － △305,000

 その他 △9,100 △88,280 △120,643

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△5,936,409 △8,998,139 △20,075,626



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 短期借入金の純増減額 － 2,000,000 2,000,000

 長期借入れによる収入 3,500,000 － 4,800,000

 長期借入金の返済による支出 △2,310,000 △2,412,000 △4,722,000

 上場に伴う支出 － － △90,178

 新株式の発行による収入 － － 9,209,116

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

1,190,000 △412,000 11,196,937

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減額（△は減少）

1,505,420 △3,533,655 4,525,062

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

5,501,050 10,093,269 5,501,050

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額

67,156 － 67,156

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 7,073,627 6,559,614 10,093,269



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

 連結子会社の数  14社

 連結子会社の名称：

 スポーツ振興㈱

 ㈱白鷺ゴルフクラブ

 ㈱土浦カントリークラブ

 ㈱越前カントリー倶楽部

 日東興業㈱

 東海開発㈱

 ㈱フェニックス・カント

リー・クラブ

 ㈱ＮＧＣマネジメント

 ㈱ゴルフプロスタッフ

 ㈲エーシーアンドエッチ

アールエス

 ㈱ゴルフ・アライアンス

 金沢セントラル㈱

 ㈱東京私市

 ㈱秩父ゴルフクラブ

  

㈱ゴルフ・アライアンス

は平成18年4月、金沢セ

ントラル㈱については平

成18年6月にそれぞれ設

立され連結子会社となり

ました。

 ㈱東京私市は、会社更生

手続が平成18年6月に終

結したため当中間連結会

計期間より連結子会社と

なりました。㈱秩父ゴル

フクラブについては、平

成18年9月に株式を取得

することにより連結子会

社となりました。エスイ

ー開発㈱は、当中間連結

会計期間において社名変

更し㈱ＮＧＣマネジメン

トとなっております。

 当社は㈱霞台カントリー

クラブの発行済株式総数

の100%を所有しておりま

すが、同社は会社更生法

適用期間中であり有効な

支配従属関係が存在しな

いと認められるため、子

会社に含めておりませ

ん。

 連結子会社の数 27社

 連結子会社の名称：

 スポーツ振興㈱

 ㈱白鷺ゴルフクラブ

 ㈱土浦カントリークラブ

 ㈱越前カントリー倶楽部

 日東興業㈱

 東海開発㈱

 ㈱フェニックス・カント

リー・クラブ

 ㈱ＮＧＣマネジメント

 ㈱ゴルフプロスタッフ

 ㈲エーシーアンドエッチ

アールエス

 ㈱ゴルフ・アライアンス

 金沢セントラル㈱

 ㈱東京私市

 ㈱秩父ゴルフクラブ

  ㈱神戸三田ゴルフクラブ

  大郷開発㈱

  ㈱金沢ゴルフ

  ㈱北陸グリーンヒルゴ  

 ルフ

 ㈱アコーディア・ガー  

 デン

 ㈱セントラル福岡ゴル  

 フ倶楽部

 ㈱二丈カントリークラ 

 ブ

 ㈱霞台カントリークラ  

 ブ

 ㈱小田原ゴルフ倶楽部

 西海国立公園開発㈱

 大和高原開発㈱

 山田総業㈱

 ㈱伊賀ゴルフクラブ 

 

  西海国立公園開発㈱は平

成19年6月に会社更生手

続が終結したため、大和

高原開発㈱は平成19年6

月に株式を取得し同年7

月に会社更生手続が終結

したため、それぞれ当中

間連結会計期間より連結

子会社となりました。 

山田総業㈱は平成19年8

月に、㈱伊賀ゴルフクラ

ブは平成19年9月に、そ

れぞれ株式を取得するこ

とにより当中間連結会計

期間より連結子会社とな

りました。 

㈱ケーヨーゴルフセンタ

すべての子会社を連結して

おります。

連結子会社の数  23社

連結子会社の名称：

 スポーツ振興㈱

 ㈱白鷺ゴルフクラブ

 ㈱土浦カントリークラブ

 ㈱越前カントリー倶楽部

 日東興業㈱

 東海開発㈱

 ㈱フェニックス・カント

リー・クラブ

 ㈱ＮＧＣマネジメント

 ㈱ゴルフプロスタッフ

 ㈲エーシーアンドエッチ

アールエス

 ㈱ゴルフ・アライアンス

 金沢セントラル㈱

 ㈱東京私市

 ㈱秩父ゴルフクラブ

  ㈱神戸三田ゴルフクラブ

  大郷開発㈱

  ㈱金沢ゴルフ

  ㈱北陸グリーンヒルゴ  

 ルフ

 ㈱ケーヨーゴルフセン  

 ター

 ㈱セントラル福岡ゴル  

 フ倶楽部

 ㈱二丈カントリークラ 

 ブ

 ㈱霞台カントリークラ 

 ブ

 ㈱小田原ゴルフ倶楽部

  

㈱ゴルフ・アライアンス

は平成18年4月、金沢セ

ントラル㈱については平

成18年6月にそれぞれ設

立され連結子会社となり

ました。 

㈱東京私市は平成18年6

月に、㈱霞台カントリー

クラブは平成19年3月に

会社更生手続が終結した

ため当連結会計年度より

連結子会社となりまし

た。 

㈱秩父ゴルフクラブは平

成18年9月に、㈱神戸三

田ゴルフクラブ、大郷開

発㈱、㈱金沢ゴルフ及び

㈱北陸グリーンヒルゴル

フは平成18年12月に、㈱



 
  

ーは、当中間連結会計期間

において社名変更し㈱ア

コーディア・ガーデンと

なっております。 

 

ケーヨーゴルフセンターは

平成19年2月に、㈱セン

トラル福岡ゴルフ倶楽

部、㈱二丈カントリーク

ラブ、㈱小田原ゴルフ倶

楽部は平成19年3月にそ

れぞれ株式を取得するこ

とにより当連結会計年度

より連結子会社となりま

した。 

エスイー開発㈱は、当連

結会計年度において社名

変更し㈱ＮＧＣマネジメ

ントとなっております。 

なお、西海国立公園開発

㈱の全株式を平成19年1

月に取得しております

が、同社は会社更生手続

中であり有効な支配従属

関係が存在しないと認め

られるため、子会社に含

めておりません。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 持分法の適用に関

する事項

 非連結子会社及び関連会

社はありません。

同左 同左

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

 連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一

致しております。

  連結子会社のうち、㈱伊

賀ゴルフクラブの中間決

算日は5月31日でありま

す。中間連結財務諸表の

作成に当たっては中間連

結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。な

お、その他の連結子会社

の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しており

ます。

 連結子会社の決算日は、

連結決算日と一致しており

ます。

４ 会計処理基準に関

する事項

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

① 有価証券

 その他有価証券

 時価のないもの

  移動平均法による原価

法

① 有価証券

同左

① 有価証券

同左

② たな卸資産

  主として先入先出法に

よる原価法

② たな卸資産

同左

② たな卸資産

同左

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

① 有形固定資産

  定額法

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

  建物及び構築物

２～60年

  機械装置及び運搬具

２～17年

  工具器具及び備品

２～15年

① 有形固定資産

同左

  

  

  

 

① 有形固定資産

同左

  

 

 

  

② 無形固定資産

  定額法

  なお、のれんについて

は５年間及び10年間で償

却しております。また、

自社利用目的のソフトウ

ェアについては、社内に

おける利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採

用しております。

② 無形固定資産

  定額法

  なお、のれんについて

は５年間、10年間又は15

年間で償却しておりま

す。また、自社利用目的

のソフトウェアについて

は、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定

額法を採用しておりま

す。

② 無形固定資産

  定額法

     同左

  

 (3) 重要な繰延資産 

の処理方法

                    

             

                    

          

株式交付費 

支出時に全額費用計上し

ております。

 (4) 重要な引当金の

計上基準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左



 
  

上する方法を採用しており

ます。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

② 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

のうち、当中間連結会計

期間の負担額を計上して

おります。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

のうち、当連結会計年度

の負担額を計上しており

ます。

③ ポイントカード引当金

  ポイントカード制度に

基づき、顧客へ付与した

ポイント利用に備えるた

め、当中間連結会計期間

末において将来利用され

ると見込まれる額を計上

しております。

③ ポイントカード引当金

同左

③ ポイントカード引当金

  ポイントカード制度に

基づき、顧客へ付与した

ポイント利用に備えるた

め、当連結会計年度末に

おいて将来利用されると

見込まれる額を計上して

おります。

                     ④ 株主優待引当金 

 株主への優待として付 

与するゴルフ場における

割引券の利用に備えるた

め、当中間連結会計期間

末において将来利用され

ると見込まれる額を計上

しております。 

なお、当中間連結会計期

間より、株主優待制度を

新たに導入しておりま

す。

                        

 (5) 重要なリース取

引の処理方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引にかかる方

法に準じた会計処理によっ

ております。

同左 同左

 (6) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。

同左 同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

 手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっ

ております。

同左 同左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

  表示方法の変更 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号

平成17年12月9日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第8号 平成17年12月9日）

を適用しております。従来の「資本

の部」の合計に相当する金額は

33,518,117千円であります。なお、

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表の「純資産の部」に

ついては、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。 

 

（企業結合に係る会計基準及び事業

分離等に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「企業

結合に係る会計基準」（企業会計審

議会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第7号 平成17年12月27

日）並びに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号

平成17年12月27日）を適用しており

ます。

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当中間連結会計期間より、法人税

法の改正に伴い、平成19年4月1日以

降に取得したものについては、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。 

 この変更による損益に与える影響

は軽微であります。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第5号 平成

17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第8号 平成17年12月9日）を適

用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は46,551,857千円でありま

す。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

財務諸表の「純資産の部」について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

 

（企業結合に係る会計基準及び事業

分離等に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準第7号 平成17年12月27日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号 平成17

年12月27日）を適用しております。 

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

                                 （中間連結損益計算書関係） 

  前中間連結会計期間において特別損失の「その他」

としていた「事業再生関連損失」は、当中間連結会計

期間において特別損失の総額の100分の10を超えたため

当中間連結会計期間より区分掲記することといたしま

した。 

 なお、前中間連結会計期間の「事業再生関連損失」

は、9,523千円であります。 

                     



 
  



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       7,338,547千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      10,731,608千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      9,385,366千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

 (1) 下記の資産については、長期

借入金66,190,000千円(一年以

内 返 済 予 定 長 期 借 入 金

4,735,600千円を含む)の担保に

供しております。

その他(短期貸付金)

193,000千円

その他(投資有価証券)

1,500,000千円

※２ 担保資産及び担保付債務

 (1)長期借入金62,666,000千円

（一年以内返済予定長期借入金

4,824,000千円を含む）には、

スポーツ振興㈱、㈱白鷺ゴルフ

クラブ、㈱土浦カントリークラ

ブ、㈱ゴルフプロスタッフ、㈱

ＮＧＣマネジメント、日東興業

㈱、東海開発㈱、㈱フェニック

ス・カントリー・クラブ、㈱東

※２ 担保資産及び担保付債務

 (1)長期借入金65,078,000千円

（一年以内返済予定長期借入金

4,824,000千円を含む）には、

スポーツ振興㈱、㈱白鷺ゴルフ

クラブ、㈱土浦カントリークラ

ブ、㈱ゴルフプロスタッフ、㈱

ＮＧＣマネジメント、日東興業

㈱、東海開発㈱、㈱フェニック

ス・カントリー・クラブ、㈱東

 

 上記の他に関係会社株式、

（㈱越前カントリー倶楽部、㈲

エーシーアンドエッチアールエ

ス、㈱ゴルフ・アライアンス、

金沢セントラル㈱、㈱秩父ゴル

フクラブを除く）及び関係会社

長期貸付金（㈱秩父ゴルフクラ

ブを除く）は上記借入金の担保

に供しております。また、子会

社が有するゴルフ場の土地・建

物については上記借入金の担保

留保となっております。

 (2) 東京湾観光㈱の別除権付債権

に対し次の資産を担保に供して

おります。

建物 1,594千円

    京私市、㈱霞台カントリークラ

ブの関係会社株式及びスポーツ

振興㈱、㈱白鷺ゴルフクラブ、

㈱ＮＧＣマネジメント、日東興

業㈱、東海開発㈱、㈱東京私

市、㈱霞台カントリークラブに

対する関係会社長期貸付金を担

保に供しております。なお、上

記の関係会社株式及び関係会社

長期貸付金は連結上消去されて

いるため中間連結貸借対照表に

は残高として計上されておりま

せん。 

スポーツ振興㈱、㈱白鷺ゴルフ

クラブ、㈱土浦カントリークラ

ブ、㈱ＮＧＣマネジメント、日

東興業㈱、東海開発㈱、㈱フェ

ニックス・カントリー・クラ

ブ、㈱東京私市及び㈱霞台カン

トリークラブが保有するゴルフ

場の土地・建物については、上

記借入金の担保留保となってお

ります。 

また、短期借入金4,000,000千

円の内2,000,000千円に対し、

㈱小田原ゴルフ倶楽部の関係会

社株式及び関係会社長期貸付金

並びに、㈱小田原ゴルフ倶楽部

と㈱神戸三田ゴルフクラブの土

地・建物が担保留保となってお

ります。

    京私市、㈱霞台カントリークラ

ブの関係会社株式及びスポーツ

振興㈱、㈱白鷺ゴルフクラブ、

㈱ＮＧＣマネジメント、日東興

業㈱、東海開発㈱、㈱東京私

市、㈱霞台カントリークラブに

対する関係会社長期貸付金を担

保に供しております。なお、上

記の関係会社株式及び関係会社

長期貸付金は連結上消去されて

いるため連結貸借対照表には残

高として計上されておりませ

ん。 

スポーツ振興㈱、㈱白鷺ゴルフ

クラブ、㈱土浦カントリークラ

ブ、㈱ＮＧＣマネジメント、日

東興業㈱、東海開発㈱、㈱フェ

ニックス・カントリー・クラ

ブ、㈱東京私市及び㈱霞台カン

トリークラブが保有するゴルフ

場の土地・建物については、上

記借入金の担保留保となってお

ります。 

また、短期借入金2,000,000千

円に対し、㈱小田原ゴルフ倶楽

部の関係会社株式及び関係会社

長期貸付金並びに、㈱小田原ゴ

ルフ倶楽部と㈱神戸三田ゴルフ

クラブの土地・建物が担保留保

となっております。

 (2) 東京湾観光㈱の別除権付債権

に対し次の資産を担保に供して

おります。

建物 1,556千円

 (2) 東京湾観光㈱の別除権付債権

に対し次の資産を担保に供して

おります。

建物 1,575千円

※３ 財務制限条項

   長期借入金66,190,000千円

(一年以内返済予定長期借入金

4,735,600千円を含む)には、以

下の財務制限条項がついてお

り、財務制限条項に抵触した場

※３ 財務制限条項

   長期借入金62,666,000千円

(一年以内返済予定長期借入金

4,824,000千円を含む)には、以

下の財務制限条項がついてお

り、財務制限条項に抵触した場

※３ 財務制限条項

   長期借入金65,078,000千円

(一年以内返済予定長期借入金

4,824,000千円を含む)には、以

下の財務制限条項がついてお

り、財務制限条項に抵触した場



 
  

合には、特定物件担保留保対象不動

産に対し、抵当権の設定登記が

行われます。

合には、特定物件担保留保対象不動

産に対し、抵当権の設定登記が

行われます。

    また、短期借入金4,000,000千

円の内2,000,000千円について

は、以下の財務制限条項に抵触

した場合、㈱小田原ゴルフ倶楽

部の株式（担保留保対象株式）

及び同社への貸付金債権（担保

留保対象貸付金債権）に対して

質権設定が行われ、㈱神戸三田

ゴルフクラブと㈱小田原ゴルフ

倶楽部の保有土地・建物（担保

留保対象不動産）に対して抵当

権設定が行われます。 

なお、㈱小田原ゴルフ倶楽部の

株式（担保留保対象株式）及び

同社への貸付金債権（担保留保

対象貸付金債権）については、

㈱日本格付研究所の長期優先債

務格付がＢＢＢを下回った場合

にも、質権設定が行われます。

合には、特定物件担保留保対象不動

産に対し、抵当権の設定登記が

行われます。

    また、短期借入金2,000,000千

円については、以下の財務制限

条項に抵触した場合、㈱小田原

ゴルフ倶楽部の株式（担保留保

対象株式）及び同社への貸付金

債権（担保留保対象貸付金債

権）に対して質権設定が行わ

れ、㈱神戸三田ゴルフクラブと

㈱小田原ゴルフ倶楽部の保有土

地・建物（担保留保対象不動

産）に対して抵当権設定が行わ

れます。 

なお、㈱小田原ゴルフ倶楽部の

株式（担保留保対象株式）及び

同社への貸付金債権（担保留保

対象貸付金債権）については、

㈱日本格付研究所の長期優先債

務格付がＢＢＢを下回った場合

にも、質権設定が行われます。

  ① 各計算基準日における連結

貸借対照表における純資産の

部の金額を前年同期比75％以

上かつ120億円以上に維持す

ること。

  ① 各計算基準日における連結

貸借対照表における純資産の

部の金額を前年同期比75％以

上かつ120億円以上に維持す

ること。

  ① 各計算基準日における連結

貸借対照表における純資産の

部の金額を前年同期比75％以

上かつ120億円以上に維持す

ること。



前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

  ② 各年度の決算期及び中間決

算期における連結損益計算書

に示される経常損益および営

業損益が損失にならないよう

にすること。

  ② 各年度の決算期及び中間決

算期における連結損益計算書

に示される経常損益および営

業損益が損失にならないよう

にすること。

  ② 各年度の決算期及び中間決

算期における連結損益計算書

に示される経常損益および営

業損益が損失にならないよう

にすること。

  ③ 各計算基準日における連結

貸借対照表上の自己資本比率

(純資産額／総資産額×100)

を13％以上に維持すること。

但し、平成18年９月中間決算

期末に関しては、10％以上と

すること。

  ③ 各計算基準日における連結

貸借対照表上の自己資本比率

(純資産額／総資産額×100)

を13％以上に維持すること。

  ③ 各計算基準日における連結

貸借対照表上の自己資本比率

(純資産額／総資産額×100)

を13％以上に維持すること。

  ④ 各計算基準日においてデッ

ト・サービス・カバレッジ・

レシオ(DSCR)を1.3倍以上に

すること。

  ④ 各計算基準日においてデッ

ト・サービス・カバレッジ・

レシオ(DSCR)を1.3倍以上に

すること。

  ④ 各計算基準日においてデッ

ト・サービス・カバレッジ・

レシオ(DSCR)を1.3倍以上に

すること。

  ⑤ 各計算基準日においてレバ

レッジ・レシオの比率が以下

を超えないこと。

  ⑤ 各計算基準日においてレバ

レッジ・レシオの比率が以下

を超えないこと。

  ⑤ 各計算基準日においてレバ

レッジ・レシオの比率が以下

を超えないこと。

計算基準日
レバレッジ・

レシオ

平成18年９月中間決算期 
および平成19年３月期

5.50倍

平成19年９月中間決算期 
および平成20年３月期

5.00倍

平成20年９月中間決算期 
および平成21年３月期

4.50倍

平成21年９月中間決算期 
および平成22年３月期並 
びに平成22年9月中間決算 
期

4.25倍  

計算基準日
レバレッジ・

レシオ

平成20年３月期 5.00倍

平成20年９月中間決算期
および平成21年３月期

4.50倍

平成21年９月中間決算期
および平成22年３月期並 
びに平成22年9月中間決算 
期

4.25倍

 

計算基準日
レバレッジ・

レシオ

平成19年９月中間決算期 
および平成20年３月期

5.00倍

平成20年９月中間決算期 
および平成21年３月期

4.50倍

平成21年９月中間決算期 
および平成22年３月期並
びに平成22年9月中間決算
期

4.25倍

  ⑥ 本契約締結日(平成17年９

月26日)以降、各事業年度の

設備投資額は、各年度の決算

期を算出基準日とする連結貸

借対照表および連結損益計算

書等に基づき算出する売上高

設備投資比率(設備投資÷総

売上高)の割合が5.9％以下と

なる範囲内で行うこと。

  ⑥ 各事業年度の設備投資額

は、各年度の決算期を算出基

準日とする連結貸借対照表お

よび連結損益計算書等に基づ

き算出する売上高設備投資比

率(設備投資÷総売上高)の割

合が5.9％以下となる範囲内

で行うこと。

  ⑥ 各事業年度の設備投資額

は、各年度の決算期を算出基

準日とする連結貸借対照表お

よび連結損益計算書等に基づ

き算出する売上高設備投資比

率(設備投資÷総売上高)の割

合が5.9％以下となる範囲内

で行うこと。

  ⑦ 本契約締結日の属する月の

末日以降、各月末における連

結貸借対照表上の現預金残高

が３ヶ月連続して30億円を下

回らず、また２ヶ月間連続し

て20億円を下回らないこと。

  ⑦ 各月末における連結貸借対

照表上の現預金残高が３ヶ月

連続して30億円を下回らず、

また２ヶ月間連続して20億円

を下回らないこと。

    また、短期借入金4,000,000

千円の内2,000,000千円につ

いては、以下の財務制限条項

がついております。

   ①   連結貸借対照表における純

資産の部の金額を平成18年3

月期の決算における資本の部

の金額の75％以上に維持する

こと。

  ② 連結損益計算書における営

業損益及び経常損益を損失と

しないこと。

   ③   連結貸借対照表上の自己資

本比率（純資産額/総資産額

  ⑦ 各月末における連結貸借対

照表上の現預金残高が３ヶ月

連続して30億円を下回らず、

また２ヶ月間連続して20億円

を下回らないこと。



   

×100）を13％以上に維持するこ

と。

   ④   DSCRを1.3倍以上に維持す

ること。



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※４ 偶発債務

   債務保証

   一般顧客の会員権購入資金の

借入債務残高3,954,922千円に

対して連帯保証債務を負担して

おります。なお、当該連帯保証

債務のうち1,929千円について

は預金3,649千円を担保に供し

ており、また、3,952,992千円

については連結子会社日東興業

㈱の再生計画案の認可決定によ

り支払の金額が連帯保証金額の

概ね2.5％に限定されておりま

す。

※４ 偶発債務

   債務保証

   一般顧客の会員権購入資金の

借入債務残高2,638,055千円に

対して連帯保証債務を負担して

おります。なお、当該連帯保証

債務のうち407千円については

預金3,650千円を担保に供して

おり、また、2,637,647千円に

ついては連結子会社日東興業㈱

の再生計画案の認可決定により

支払の金額が連帯保証金額の概

ね2.5％に限定されておりま

す。

※４ 偶発債務

   債務保証

   一般顧客の会員権購入資金の

借入債務残高3,225,583千円に

対して連帯保証債務を負担して

おります。なお、当該連帯保証

債務のうち1,104千円について

は預金3,650千円を担保に供し

ており、また、3,224,478千円

については連結子会社日東興業

㈱の再生計画案の認可決定によ

り支払の金額が連帯保証金額の

概ね2.5%に限定されておりま

す。

５ 貸出コミットメント契約

貸出コミット 
メントの総額

9,300,000千円

借入実行残高 1,700,000千円

差引額 7,600,000千円

５ 貸出コミットメント契約

貸出コミット
メントの総額

15,000,000千円

借入実行残高 4,000,000千円

差引額 11,000,000千円

５ 貸出コミットメント契約

貸出コミット
メントの総額

15,000,000千円

借入実行残高 2,000,000千円

差引額 13,000,000千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 事業費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりでありま

す。

給与手当 3,388,319千円

雑給 4,864,125千円

外注費 4,287,131千円

※１ 事業費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりでありま

す。

給与手当 4,068,041千円

雑給 5,156,371千円

外注費 5,426,365千円

株主優待引当
金繰入額

541,000千円
 

※１ 事業費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりでありま

す。

給与手当 6,847,358千円

雑給 9,435,057千円

外注費 8,264,337千円

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 206,755千円

支払報酬 368,391千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 240,440千円

支払報酬 223,359千円

貸倒引当金繰
入額

23,946千円  

※２ 販売費及び一般管理費

   主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

広告宣伝費 485,674千円

給与手当 424,041千円

支払報酬 517,319千円

※３ 固定資産売却益の内訳

建物及び 
構築物

4,314千円

ゴルフコース 117,853千円

土地 193,904千円

その他 29,840千円

計 345,913千円

 

※３ 固定資産売却益の内訳

土地 4,542千円

その他 3,432千円

計 7,974千円

※３ 固定資産売却益の内訳

建物及び
構築物

20,944千円

ゴルフコース 117,853千円

土地 209,664千円

その他 35,397千円

計 383,860千円

 

※４ 固定資産除売却損の内訳

建物及び 
構築物

18,325千円

その他 772千円

計 19,098千円

※４ 固定資産除売却損の内訳

建物及び
構築物

1,268千円

土地 5,511千円

その他 3,842千円

計 10,621千円

※４ 固定資産除売却損の内訳

建物及び
構築物

85,933千円

ゴルフコース 55,412千円

土地 59,556千円

その他 18,617千円

計 219,521千円

※５ 事業再生関連損失は、取得  

   した子会社の会社更生、民  

   事再生等の法的手続に関連 

   して発生した費用を当企業 

   グループが負担したもので 

   あります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   
（注）普通株式の発行済株式総数の減少18,973,153株は、平成18年4月16日付の20株を1株とする株式併合による減少

であります。 
  

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
 （変動事由の概要） 

  減少数18,973,153株は、平成18年4月16日付の20株を1株とする株式併合によるものであります。 

  また増加数50,000株は、有償一般募集(ブックビルディング方式)によるものであります。 

  

前連結会計年度末株式

数（株）

当中間連結会計期間増

加株式数（株）

当中間連結会計期間減

少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式

 普通株式（注） 19,971,740 － 18,973,153 998,587

合計 19,971,740 － 18,973,153 998,587

前連結会計年度末株式

数（株）

当中間連結会計期間増

加株式数（株）

当中間連結会計期間減

少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式

 普通株式 1,048,587 － － 1,048,587

合計 1,048,587 － － 1,048,587

前連結会計年度末 

株式数（株）

当連結会計年度増加 

株式数（株）

当連結会計年度減少 

株式数（株）

当連結会計年度末 

株式数（株）

発行済株式

 普通株式 19,971,740 50,000 18,973,153 1,048,587

合計 19,971,740 50,000 18,973,153 1,048,587



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金 7,077,277千円

担保に供して 
いる預金

△3,649千円

現金及び現金 
同等物

7,073,627千円

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

(平成19年９月30日現在)

現金及び預金 6,563,265千円

担保に供して
いる預金

△3,650千円

現金及び現金
同等物

6,559,614千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金 10,096,919千円

担保に供して
いる預金

△3,650千円

現金及び現金
同等物

10,093,269千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高相当額
(千円)

その他 
(有形固 
定資産)

1,552,411 283,294 1,269,116

合計 1,552,411 283,294 1,269,116

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高相当額
(千円)

その他 
(有形固 
定資産)

2,483,609 803,042 1,680,567

合計 2,483,609 803,042 1,680,567

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装
置及び 
運搬具

1,685,707 444,609 1,241,098

工具器
具及び 
備品

258,635 151,252 107,382

合計 1,944,342 595,861 1,348,481

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 334,897千円

１年超 1,131,187千円

合計 1,466,085千円

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 475,722千円

１年超 1,234,459千円

合計 1,710,181千円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 373,441千円

１年超 1,000,171千円

合計 1,373,612千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 127,035千円 

減価償却費 
相当額

119,862千円

支払利息 
相当額

11,611千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 239,472千円

減価償却費
相当額

225,272千円

支払利息
相当額

20,824千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 313,171千円

減価償却費
相当額

  293,855千円

支払利息
相当額

 26,969千円

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。

   利息相当額の算定方法

   ・リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。

   利息相当額の算定方法

   ・リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。

   利息相当額の算定方法

   ・リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(転貸リース取引)

  未経過支払リース料中間期末残

高相当額

１年以内 2,958千円

１年超 11,626千円

合計 14,585千円

(転貸リース取引)

  未経過支払リース料中間期末残

高相当額

１年以内 30,365千円

１年超 114,218千円

合計 144,584千円

(転貸リース取引)

  未経過支払リース料期末残高相

当額

１年以内 6,680千円

１年超 24,454千円

合計 31,134千円

  未経過受取リース料中間期末残

高相当額

１年以内 2,958千円

１年超 11,626千円

合計 14,585千円

  未経過受取リース料中間期末残

高相当額

１年以内 30,365千円

１年超 114,218千円

合計 144,584千円

  未経過受取リース料期末残高相

当額

１年以内 6,680千円

１年超 24,454千円

合計 31,134千円

２ オペレーティング・リース取引

 (借主側)

  未経過リース料

１年以内 279,614千円

１年超 606,980千円

合計 886,594千円

２ オペレーティング・リース取引

 (借主側)

  未経過リース料

１年以内 476,831千円

１年超 873,888千円

合計 1,350,719千円

２ オペレーティング・リース取引

 (借主側)

  未経過リース料

１年以内 312,176千円

１年超 565,273千円

合計 877,450千円

 

  (転貸リース取引)

      未経過支払リース料

１年以内 23,996千円

１年超 65,997千円

合計 89,994千円

      未経過受取リース料

１年以内 23,996千円

１年超 65,997千円

合計 89,994千円



次へ 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

中間連結貸借対照表計上額
(千円)

その他有価証券

非上場株式 1,543,064

中間連結貸借対照表計上額
(千円)

その他有価証券

非上場株式 43,064

連結貸借対照表計上額
(千円)

その他有価証券

非上場株式 143,064



(ストック・オプション等関係) 

 前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは以下のとおりであります。 

 
（注）１．平成18年9月30日末時点におきまして、退職による失権により付与対象者の従業員並びに子会社の従業員の

人数が4名減り307名となり付与数は240株減り19,700株となっております。 

   ２．株式数に換算して記載しております。 

   ３．上場後1年を経過するまでは、新株予約権を一切行使することは出来ません。 

   ４．権利行使期間の初日まで継続的に、当社の取締役、執行役員、監査役または従業員であることを要しま

す。 

  

２．中間連結財務諸表への影響額 

     会社法の施行日以前に付与されたストック・オプションであるため、中間連結財務諸表への影

響はありません。 

  

 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

   該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 提出会社

種類 第一回新株予約権
第二回Ａ種新株予
約権

第二回Ｂ種新株予
約権

第二回Ｃ種新株予
約権

第二回Ｄ種新株予 
約権

付与対象者の区分 
及び人数（名）

取締役4名、執行
役員8名、従業員 
並びに子会社の従
業員311名（注）1

取締役4名、執行
役員5名

取締役4名、執行
役員4名

取締役4名、執行
役員4名

取締役4名、執行 
役員4名

株式の種類別のス 
トック・オプショ 
ンの付与数（注）2

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

19,940（注）1 1,800 1,195 1,195 1,210

付与日 平成18年4月20日 平成18年4月20日 平成18年4月20日 平成18年4月20日 平成18年4月20日

権利確定条件 － （注）3 （注）3，4 （注）3，4 （注）3，4

対象勤務期間 － － （注）4 （注）4 （注）4

権利行使期間
自 平成20年4月21日 自 平成18年4月21日 自 平成20年1月1日 自 平成21年1月1日 自 平成22年1月1日

至 平成25年4月30日 至 平成25年4月30日 至 平成25年4月30日 至 平成25年4月30日 至 平成25年4月30日

権利行使価格 
（円） 135,000 1 1 1 1
付与日における 
公正な評価単価
(円)

－ － － － －

会社名 提出会社

種類 第一回新株予約権
第二回Ａ種新株予
約権

第二回Ｂ種新株予
約権

第二回Ｃ種新株予
約権

第二回Ｄ種新株予 
約権

付与対象者の区分 
及び人数（名）

取締役4名、執行
役員8名、従業員 
並びに子会社の従
業員311名 
（注）１．５

取締役4名、執行
役員5名 
（注）５

取締役4名、執行
役員4名

取締役4名、執行
役員4名

取締役4名、執行 
役員4名

株式の種類別のス 
トック・オプショ 
ンの付与数（注）2

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

20,120（注）1 1,800 1,195 1,195 1,210

付与日 平成18年4月20日 平成18年4月20日 平成18年4月20日 平成18年4月20日 平成18年4月20日

権利確定条件 － （注）3 （注）3，4 （注）3，4 （注）3，4

対象勤務期間 － － （注）4 （注）4 （注）4

自 平成20年4月21日 自 平成18年4月21日 自 平成20年1月1日 自 平成21年1月1日 自 平成22年1月1日



 
（注）１．平成19年3月31日におきまして、退職による失権により付与対象者の従業員並びに子会社の従業員の人数が

6名減り305名となり付与数は480株減り19,640株となっております。 

   ２．株式数に換算して記載しております。 

   ３．上場後1年を経過するまでは、新株予約権を一切行使することは出来ません。 

   ４．権利行使期間の初日まで継続的に、当社の取締役、執行役員、監査役または従業員であることを要しま

す。 

 ５．退職後も権利を喪失していない者を、退職時の区分に含めております。 

  

  

  

権利行使期間 至 平成25年4月30日 至 平成25年4月30日 至 平成25年4月30日 至 平成25年4月30日 至 平成25年4月30日

権利行使価格 
（円） 135,000 1 1 1 1
付与日における 
公正な評価単価
(円) － － － － －



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当企業グループの事業は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントがないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当企業グループの事業は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントがないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当企業グループの事業は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントがないため、該当事項はありません。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店等がないため、所在地別セグメント情報は

記載しておりません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店等がないため、所在地別セグメント情報は

記載しておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店等がないため、所在地別セグメント情報は

記載しておりません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外との取引がないため、海外売上高は記載しておりません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外との取引がないため、海外売上高は記載しておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外との取引ないため、海外売上高は記載しておりません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注)１．１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎 

 
  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 33,565円54銭 １株当たり純資産額 49,536円47銭 １株当たり純資産額 44,394円84銭

１株当たり中間純利益
金額

6,708円69銭
１株当たり中間純利
益金額

5,141円62銭
１株当たり当期純利益
金額

10,271円10銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、当中間連

結会計期間は非上場であり期中平均

株価の把握が出来ないため記載して

おりません。

 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額

5,115円28銭
 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

10,200円35銭

また、平成18年4月16日付で普通株

式20株につき1株の株式併合を行っ

ております。前連結会計年度の開始

の日に当該株式併合が行われたと仮

定した場合における１株当たり情報

の各数値はそれぞれ以下のとおりで

あります。

（前連結会計年度）

 １株当たり純資産額

26,856円85銭

 １株当たり当期純利益金額

5,697円83銭

なお、前連結会計年度の潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

なお、平成18年4月16日付で普通株

式20株につき1株の株式併合を行っ

ております。 

前連結会計年度の開始の日に当該株

式併合が行われたと仮定した場合に

おける１株当たり情報の各数値はそ

れぞれ以下のとおりであります。

（前連結会計年度）

 １株当たり純資産額

26,856円85銭

 １株当たり当期純利益金額

5,697円83銭

なお、前連結会計年度の潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益
金額

 中間(当期)純利益(千円) 6,699,219 5,391,442 10,470,460

 普通株主に帰属しない金額 
 (千円)

－ － －

 普通株式に係る中間(当期) 
 純利益(千円)

6,699,219 5,391,442 10,470,460

 普通株式の期中平均株式数 
 (株)

998,587 1,048,587 1,019,409

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額

 中間(当期)純利益調整額
 (千円)

－ － －

 普通株増加数 (株) － 5,400 7,071

 (うちストック・オプション) － (5,400) (7,071)

 希薄化効果を有しないため  
 潜在株式調整後１株当たり 
 中間（当期）純利益金額の  
 算定に含まれなかった潜在  
 株式の概要

－
第一回新株予約権

19,640株
－

項目
当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)



 
  

純資産の部の合計額(千円) 33,518,117 51,943,300 46,551,857

純資産の部の合計額から控
除する金額(千円)

－ － －

普通株式に係る中間期末 
(期末)の純資産額(千円)

33,518,117 51,943,300 46,551,857

１株当たり純資産額の算定
に用いられた中間期末(期
末)の普通株式(株)

998,587 1,048,587 1,048,587



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

重要な新株の発行

  当社は、以下のとおり増資を行

っております。

  増資の方法 有償一般募集（ブ

ックビルディング

方式）

  株式の種類 普通株式

  発行数   50,000株

  発行価額  185,250円

  発行総額  9,262,500千円

  資本組入額 92,625円

  払込期日  平成18年10月31日

  配当起算日 平成18年4月1日

  資金の使途 新規ゴルフ場の取

得等

  その他   平成18年11月１日

に東証第一部に上

場いたしました。

社債の発行 

 当社は、平成19年10月22日開催の

取締役会の決議に基づき、以下のと

おり第１回無担保社債の発行を行っ

ております。 

社債の種類 無担保普通社債 

発行総額  250億円 

発行価額  各社債の金額100円に 

      つき金100円 

利率    年2.10% 

償還方法  償還期日に総額を償  

      還 

償還期限  平成23年11月8日 

払込期日  平成19年11月8日 

担保の内容 無担保 

資金の使途 投融資資金及び借入 

      金返済資金 

 

                            



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 5,962,768 5,856,787 9,267,114

 ２ 営業未収入金 508,569 533,289 441,179

 ３ たな卸資産 12,351 － 11,320

 ４ 繰延税金資産 78,596 74,085 44,682

 ５ 未収入金 2,575,413 3,585,815 2,089,989

 ６ その他 ※２ 452,514 889,979 411,441

   流動資産合計 9,590,212 9.2 10,939,958 8.6 12,265,728 10.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 202,157 166,099 159,536

 ２ 無形固定資産 471,752 549,223 504,335

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 61,725,135 68,808,739 66,103,715

  (2) 長期貸付金 ※２ 32,298,069 46,927,715 41,411,635

  (3) その他 299,779 373,266 678,095

   投資その他の資産  

   合計
94,322,984 116,109,720 108,193,446

   固定資産合計 94,996,894 90.8 116,825,043 91.4 108,857,318 89.9

   資産合計 104,587,107 100.0 127,765,001 100.0 121,123,046 100.0



 
  

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 61,213 300,266 72,512

 ２ 短期借入金 ※2,3 － 4,000,000 2,000,000

 ３ 一年以内返済予定 

   長期借入金
※2,3 4,735,600 4,824,000 4,824,000

 ４ 未払金 1,873,010 2,063,570 2,357,101

 ５ 未払法人税等 372,040 307,160 148,317

 ６ 預り金 ※6 12,776,713 25,563,602 19,041,079

 ７ 賞与引当金 97,556 102,374 64,087

 ８ ポイントカード 

   引当金
2,882 － 4,759

 ９ その他 15,997 37,167 19,016

   流動負債合計 19,935,013 19.1 37,198,141 29.1 28,530,874 23.6

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※2,3 61,454,400 57,842,000 60,254,000

   固定負債合計 61,454,400 58.7 57,842,000 45.3 60,254,000 49.7

   負債合計 81,389,413 77.8 95,040,141 74.4 88,784,874 73.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,309,727 6.0 10,940,977 8.5 10,940,977 9.0

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 14,509,220 14,140,470 19,140,470

  (2) その他資本剰余金 1,500,000 6,500,000 1,500,000

   資本剰余金合計 16,009,220 15.3 20,640,470 16.2 20,640,470 17.1

 ３ 利益剰余金

    その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 878,746 1,143,412 756,724

   利益剰余金合計 878,746 0.9 1,143,412 0.9 756,724 0.6

   株主資本合計 23,197,694 22.2 32,724,860 25.6 32,338,172 26.7

   純資産合計 23,197,694 22.2 32,724,860 25.6 32,338,172 26.7

   負債純資産合計 104,587,107 100.0 127,765,001 100.0 121,123,046 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益 3,255,754 100.0 3,153,527 100.0 6,284,652 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ 事業費 934,761 721,107 1,811,485

 ２ 販売費及び 
   一般管理費

1,155,563 2,090,324 64.2 1,388,217 2,109,325 66.9 2,827,487 4,638,972 73.8

   営業利益 1,165,430 35.8 1,044,202 33.1 1,645,679 26.2

Ⅲ 営業外収益 ※１ 253,113 7.8 428,784 13.6 567,873 9.0

Ⅳ 営業外費用 ※２ 670,789 20.6 824,129 26.1 1,607,312 25.6

   経常利益 747,754 23.0 648,856 20.6 606,239 9.6

Ⅴ 特別利益 28,190 0.8 － － 28,190 0.5

Ⅵ 特別損失 ― ― － － 58,157 0.9

   税引前中間(当期) 
   純利益

775,945 23.8 648,856 20.6 576,273 9.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

332,748 291,572 221,183

   法人税等調整額 △21,978 310,769 9.5 △29,403 262,168 8.3 11,935 233,119 3.7

   中間(当期)純利益 465,175 14.3 386,687 12.3 343,153 5.5



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本 

剰余金

資本剰余金 

合計

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 6,309,727 14,509,220 1,500,000 16,009,220 413,570 22,732,518 22,732,518

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 465,175 465,175 465,175

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

－ － － － 465,175 465,175 465,175

平成18年９月30日残高(千円) 6,309,727 14,509,220 1,500,000 16,009,220 878,746 23,197,694 23,197,694

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本 

剰余金

資本剰余金 

合計

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 10,940,977 19,140,470 1,500,000 20,640,470 756,724 32,338,172 32,338,172

中間会計期間中の変動額

  資本準備金の取崩 △5,000,000 5,000,000 － －

 中間純利益 386,687 386,687 386,687

中間会計期間中の変動額合計
(千円) － △5,000,000 5,000,000 － 386,687 386,687 386,687

平成19年９月30日残高(千円) 10,940,977 14,140,470 6,500,000 20,640,470 1,143,412 32,724,860 32,724,860

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本 

剰余金

資本剰余金 

合計

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 6,309,727 14,509,220 1,500,000 16,009,220 413,570 22,732,518 22,732,518

事業年度中の変動額

 新株の発行 4,631,250 4,631,250 4,631,250 9,262,500 9,262,500

 当期純利益 343,153 343,153 343,153

事業年度中の変動額合計
(千円)

4,631,250 4,631,250 － 4,631,250 343,153 9,605,653 9,605,653

平成19年３月31日残高(千円) 10,940,977 19,140,470 1,500,000 20,640,470 756,724 32,338,172 32,338,172



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

  子会社株式

   移動平均法による原

価法

  その他有価証券

   時価のないもの

    移動平均法による

原価法

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   同左 

 

  その他有価証券 

   同左

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   同左 

 

  その他有価証券 

   同左

(2) たな卸資産

  商品

   先入先出法による原

価法

  貯蔵品

   最終仕入原価法

(2) たな卸資産 

                      

(2) たな卸資産 

商品 

 先 入 先 出 法 に よ

る  原価法 

貯蔵品 

 最終仕入原価法

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定額法

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

  建物    ８～15年

  構築物   10～20年

  機械及び装置

５～15年

  車両運搬具   ４年

  工具器具及び備品

４～10年

(1) 有形固定資産   

  定額法

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

   建物     15年

   工具器具及び備品

        ４～10年

(1) 有形固定資産 

  定額法 

  なお、主な耐用年数  

 は以下のとおりであり 

 ます。 

  建物    ８～15年 

  構築物   10～20年 

  機械及び装置 

        ５～15年 

  工具器具及び備品 

        ４～10年

(2) 無形固定資産

  定額法

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。

(2) 無形固定資産 

   同左

(2) 無形固定資産 

   同左

３ 繰延資産の処理方

法

                                         

                    

株式交付費 

 支出時に全額費用計上し

ております。

４ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

のうち当中間会計期間の

負担額を計上しておりま

す。

(1) 賞与引当金 

   同左

(1) 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

のうち当事業年度の負担

額を計上しております。

(2) ポイントカード引当金

  ポイントカード制度に

基づき、顧客へ付与した

ポイント利用に備えるた

め当中間会計期間末にお

いて将来利用されると見

込まれる額を計上してお

ります。

(2) ポイントカード引当金

                    

(2) ポイントカード引当金

  ポイントカード制度に

基づき、顧客へ付与した

ポイント利用に備えるた

め、当事業年度末におい

て将来利用されると見込

まれる額を計上しており

ます。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

   同左    同左

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理 

   同左

消費税等の会計処理 

   同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第5号 平成

17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第8号 平成17年12月9日）を適

用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は23,197,694千円でありま

す。なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間における

中間財務諸表の「純資産の部」につ

いては、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

 

（企業結合に係る会計基準及び事業

分離等に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準第7号 平成17年12月27日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号 平成17

年12月27日）を適用しております。 

 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当中間会計期間より、法人税法の

改正に伴い、平成19年4月1日以降に

取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

 この変更による損益に与える影響

は軽微であります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）     

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第5号 平成17

年12月9日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第8号 平成17年12月9日）を適用

しております。 

  従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は32,338,172千円でありま

す。 

  なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表の

「純資産の部」については、改正後

の財務諸表等規則により作成してお

ります。 

 

（企業結合に係る会計基準及び事業

分離等に関する会計基準）  

 当事業年度より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準

第7号 平成17年12月27日）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 平成17年

12月27日）を適用しております。  

 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        86,150千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       105,003千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額              91,736千円

 

※２ 担保に供している資産

   下記の資産については、長期

借入金66,190,000千円(一年以

内 返 済 予 定 長 期 借 入 金

4,735,600千円を含む)の担保に

供しております。

その他(短期貸付金)

193,000千円

投資有価証券

61,149,443千円

長期貸付金

31,940,569千円

   また、子会社が有するゴルフ

場の土地・建物については、上

記借入金の担保留保となってお

ります。

 

※２ 担保に供している資産

   下記の資産については、長期

借入金62,666,000千円(一年以

内 返 済 予 定 長 期 借 入 金

4,824,000千円を含む)の担保に

供しております。

投資有価証券

61,445,730千円

長期貸付金

33,733,569千円

   子会社が保有するゴルフ場の

土地・建物につきましては、上

記借入金の担保留保となってお

ります。 

 また、短期借入金4,000,000 

千円の内2,000,000千円に対

し、㈱小田原ゴルフ倶楽部の関

係会社株式及び関係会社長期貸

付金並びに、㈱小田原ゴルフ倶

楽部と㈱神戸三田ゴルフクラブ

の土地・建物が担保留保となっ

ております。 

 

 

※２ 担保に供している資産

   下記の資産については、長期

借入金65,078,000千円(一年以

内 返 済 予 定 長 期 借 入 金

4,824,000千円を含む)の担保に

供しております。

投資有価証券

61,149,442千円

長期貸付金

33,733,569千円

   子会社が保有するゴルフ場の

土地・建物につきましては、上

記借入金の担保留保となってお

ります。 

 また、短期借入金2,000,000

千円に対し、㈱小田原ゴルフ倶

楽部の関係会社株式及び関係会

社長期貸付金並びに、㈱小田原

ゴルフ倶楽部と㈱神戸三田ゴル

フクラブの土地・建物が担保留

保となっております。 

 

※３ 財務制限条項

   長期借入金66,190,000千円 

(一年以内返済予定長期借入金

4,735,600千円を含む)には、以

下の財務制限条項がついてお

り、財務制限条項に抵触した場

合には、特定物件担保留保対象

不動産に対し、抵当権の設定登

記が行われます。

※３ 財務制限条項

    長 期 借 入 金 62,666,000

千円(一年以内返済予定長期借

入金4,824,000千円を含む)に

は、以下の財務制限条項がつい

ており、財務制限条項に抵触し

た場合には、特定物件担保留保

対象不動産に対し、抵当権の設

定登記が行われます。 

 また、短期借入金4,000,000千

円の内2,000,000千円について

は、以下の財務制限条項に抵触

した場合、㈱小田原ゴルフ倶楽

部の株式（担保留保対象株式）

及び同社への貸付金債権（担保

留保対象貸付金債権）に対して

質権設定が行われ、㈱神戸三田

ゴルフクラブと㈱小田原ゴルフ

倶楽部の保有土地・建物（担保

留保対象不動産）に対して抵当

権設定が行われます。  

  なお、㈱小田原ゴルフ倶楽部

の株式（担保留保対象株式）及

び同社への貸付金債権（担保留

保対象貸付金債権）について

は、㈱日本格付研究所の長期優

先債務格付がＢＢＢを下回った

場合にも、質権設定が行われま

す。 

※３ 財務制限条項

      長期借入金65,078,000千円

（一年以内返済予定長期借入金

4,824,000千円を含む）には、

以下の財務制限条項がついてお

り、財務制限条項に抵触した場

合には、特定物件担保留保対象

不動産に対し、抵当権の設定登

記が行われます。 

  また、短期借入金2,000,000

千円については、以下の財務制

限条項に抵触した場合、㈱小田

原ゴルフ倶楽部の株式（担保留

保対象株式）及び同社への貸付

金債権（担保留保対象貸付金債

権）に対して質権設定が行わ

れ、㈱神戸三田ゴルフクラブと

㈱小田原ゴルフ倶楽部の保有土

地・建物（担保留保対象不動

産）に対して抵当権設定が行わ

れます。  

  なお、㈱小田原ゴルフ倶楽部

の株式（担保留保対象株式）及

び同社への貸付金債権（担保留

保対象貸付金債権）について

は、㈱日本格付研究所の長期優

先債務格付がＢＢＢを下回った

場合にも、質権設定が行われま

す。 



 
  

   

  ① 各計算基準日における連結

貸借対照表における純資産の

部の金額を前年同期比75％以

上かつ120億円以上に維持す

ること。

  ① 各計算基準日における連結

貸借対照表における純資産の

部の金額を前年同期比75％以

上かつ120億円以上に維持す

ること。

  ① 各計算基準日における連結

貸借対照表における純資産の

部の金額を前年同期比75％以

上かつ120億円以上に維持す

ること。

  ② 各年度の決算期及び中間決

算期における連結損益計算書

に示される経常損益および営

業損益が損失にならないよう

にすること。

  ② 各年度の決算期及び中間決

算期における連結損益計算書

に示される経常損益および営

業損益が損失にならないよう

にすること。

  ② 各年度の決算期及び中間決

算期における連結損益計算書

に示される経常損益および営

業損益が損失にならないよう

にすること。

  ③ 各計算基準日における連結

貸借対照表上の自己資本比率

(純資産額／総資産額×100)

を13％以上に維持すること。

但し、平成18年３月期決算お

よび平成18年９月中間決算期

期末に関しては、10％以上と

すること。

  ③ 各計算基準日における連結

貸借対照表上の自己資本比率

(純資産額／総資産額×100)

を13％以上に維持すること。

  ③ 各計算基準日における連結

貸借対照表上の自己資本比率

(純資産額／総資産額×100)

を13％以上に維持すること。



前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

  ④ 各計算基準日においてデッ

ト・サービス・カバレッジ・

レシオ(DSCR)を1.3倍以上に

すること。

  ④ 各計算基準日においてデッ

ト・サービス・カバレッジ・

レシオ(DSCR)を1.3倍以上に

すること。

  ④ 各計算基準日においてデッ

ト・サービス・カバレッジ・

レシオ(DSCR)を1.3倍以上に

すること。

  ⑤ 各計算基準日においてレバ

レッジ・レシオの比率が以下

を超えないこと。

計算基準日
レバレッジ・

レシオ

平成18年９月中間決算期 
および平成19年３月期

5.50倍

平成19年９月中間決算期 
および平成20年３月期

5.00倍

平成20年９月中間決算期 
および平成21年３月期

4.50倍

平成21年９月中間決算期 
および平成22年３月期並 
びに平成22年９月中間決
算期

4.25倍  

  ⑤ 各計算基準日においてレバ

レッジ・レシオの比率が以下

を超えないこと。

計算基準日
レバレッジ・

レシオ

平成20年３月期 5.00倍

平成20年９月中間決算期
および平成21年３月期

4.50倍

平成21年９月中間決算期
および平成22年３月期並 
びに平成22年９月中間決
算期

4.25倍

 

  ⑤ 各計算基準日においてレバ

レッジ・レシオの比率が以下

を超えないこと。

計算基準日
レバレッジ・

レシオ

平成19年９月中間決算期 
および平成20年３月期

5.00倍

平成20年９月中間決算期 
および平成21年３月期

4.50倍

平成21年９月中間決算期 
および平成22年３月期並 
びに平成22年９月中間決
算期

4.25倍

  ⑥ 本契約締結日(平成17年９

月26日)以降、各事業年度の

設備投資額は、各年度の決算

期を算出基準日とする連結貸

借対照表および連結損益計算

書等に基づき算出する売上高

設備投資比率(設備投資÷総

売上高)の割合が5.9％以下と

なる範囲内で行うこと。但

し、平成18年３月期事業年度

については、54億円未満とす

る。

  ⑥ 各事業年度の設備投資額

は、各年度の決算期を算出基

準日とする連結貸借対照表お

よび連結損益計算書等に基づ

き算出する売上高設備投資比

率(設備投資÷総売上高)の割

合が5.9％以下となる範囲内

で行うこと。

  ⑥ 各事業年度の設備投資額

は、各年度の決算期を算出基

準日とする連結貸借対照表お

よび連結損益計算書等に基づ

き算出する売上高設備投資比

率(設備投資÷総売上高)の割

合が5.9％以下となる範囲内

で行うこと。

  ⑦ 本契約締結日の属する月の

末日以降、各月末における連

結貸借対照表上の現預金残高

が３ヶ月連続して30億円を下

回らず、また２ヶ月間連続し

て20億円を下回らないこと。

  ⑦ 各月末における連結貸借対

照表上の現預金残高が３ヶ月

連続して30億円を下回らず、

また２ヶ月間連続して20億円

を下回らないこと。

   また、短期借入金4,000,000

千円の内2,000,000千円につ

いては、以下の財務制限条項

がついております。

  ① 連結貸借対照表における純

資産の部の金額を平成18年3

月期の決算における資本の部

の金額の75％以上に維持する

こと。

  ② 連結損益計算書における営

業損益及び経常損益を損失と

しないこと。

  ③ 連結貸借対照表上の自己資

本比率（純資産額/総資産額

×100）を13％以上に維持す

ること。

  ④ DSCRを1.3倍以上に維持する

こと。

  ⑦ 各月末における連結貸借対

照表上の現預金残高が３ヶ月

連続して30億円を下回らず、

また２ヶ月間連続して20億円

を下回らないこと。

４ 貸出コミットメント契約

貸出コミット 
メントの総額

9,300,000千円

借入実行残高 1,700,000千円

差引額 7,600,000千円

４ 貸出コミットメント契約

貸出コミット
メントの総額

15,000,000千円

借入実行残高 4,000,000千円

差引額 11,000,000千円

４ 貸出コミットメント契約

貸出コミット
メントの総額

15,000,000千円

借入実行残高 2,000,000千円

差引額 13,000,000千円



 
  

５ 偶発債務

   連結子会社であるスポーツ振

興㈱が保有する寄居カントリー

クラブの会員預託金1,797,859

千円の会員への返還に対して連

帯保証を行っております。

５ 偶発債務

   連結子会社であるスポーツ振

興㈱が保有する寄居カントリー

クラブの会員預託金 1,148,369

千円の会員への返還に対して連

帯保証を行っております。

※６ 関係会社の余剰資金を当社で

集中的に取りまとめ、運用し

ている預り金25,501,263千円

が含まれております。

    

５ 偶発債務

      連結子会社であるスポーツ振

興㈱が保有する寄居カントリ

ー ク ラ ブ の 入 会 保 証 金

1,065,444千円の会員への返

還に対して連帯保証を行って

おります。



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。

受取利息 248,973千円

※１ 営業外収益のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。

受取利息 425,633千円

※１ 営業外収益のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。

受取利息 560,504千円

 

※２ 営業外費用のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。

支払利息 559,984千円
 

※２ 営業外費用のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。

支払利息 824,121千円

※２ 営業外費用のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。

支払利息 1,227,653千円

シンジケート 
ローン組成 
費用

234,500千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 19,278千円

無形固定資産 41,702千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 18,186千円

無形固定資産 62,939千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 39,779千円

無形固定資産 95,311千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 (借主側)

                        

               

                

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高相当額
(千円)

有形固 

定資産
32,008 5,262 26,745

合計 32,008 5,262 26,745

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

有形固 

定資産
32,008 8,463 23,545

合計 32,008 8,463 23,545

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 6,240千円

１年超 20,752千円

合計 26,993千円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 6,311千円

１年超  17,578千円

合計 23,890千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 3,128千円

減価償却費 
相当額

2,951千円

支払利息 
相当額

299千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 6,516千円

減価償却費
相当額

  6,152千円

支払利息
相当額

584千円

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。

   利息相当額の算定方法

   ・リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。

 

  

  

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。

   利息相当額の算定方法

   ・リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(転貸リース取引)

 ① 未経過支払リース料中間期末

残高相当額

１年以内 323,355千円

１年超 1,112,800千円

合計 1,436,155千円

(転貸リース取引)

 ① 未経過支払リース料中間期末

残高相当額

１年以内 436,859千円

１年超 1,238,738千円

合計 1,675,597千円

(転貸リース取引)

 ① 未経過支払リース料期末残高

相当額

１年以内 309,711千円

１年超 905,313千円

合計 1,215,024千円

 ② 未経過受取リース料中間期末

残高相当額

１年以内 323,355千円

１年超 1,112,800千円

合計 1,436,155千円

 ② 未経過受取リース料中間期末

残高相当額

１年以内 436,859千円

１年超 1,238,738千円

合計 1,675,597千円

 ② 未経過受取リース料期末残高

相当額

１年以内 309,711千円

１年超 905,313千円

合計 1,215,024千円

２ オペレーティング・リース取引

 (借主側)

  未経過リース料

１年以内 13,506千円

１年超 27,923千円

合計 41,430千円

２ オペレーティング・リース取引

 (借主側)

  未経過リース料

１年以内 4,126千円

１年超 12,689千円

合計 16,816千円

２ オペレーティング・リース取引

 (借主側)

  未経過リース料

１年以内 15,401千円

１年超  23,001千円

合計 38,403千円

(転貸リース取引)

 ① 未経過支払リース料

１年以内 255,230千円

１年超 559,781千円

合計 815,011千円

(転貸リース取引)

 ① 未経過支払リース料

１年以内 462,324千円

１年超  851,462千円

合計 1,313,787千円

(転貸リース取引)

 ① 未経過支払リース料

１年以内 285,476千円

１年超  524,260千円

合計 809,737千円

 ② 未経過受取リース料

１年以内 255,230千円

１年超 559,781千円

合計 815,011千円

 ② 未経過受取リース料

１年以内 462,324千円

１年超  851,462千円

合計 1,313,787千円

 ② 未経過受取リース料

１年以内 285,476千円

１年超 524,260千円

合計 809,737千円



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるもの

はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
  

項目
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 23,230円51銭 31,208円53銭 30,839円76銭

１株当たり中間(当期) 
純利益金額

465円83銭 368円77銭 336円62銭

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期）純利

益金額

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額に

ついては、当中間連結会計

期間は非上場であり期中平

均株価の把握が出来ないた

め記載しておりません。

366円88銭 334円30銭

  また、平成18年4月16日

付で普通株式20株につき1

株の株式併合を行っており

ます。 

前事業年度の開始の日に当

該株式併合が行われたと仮

定した場合における１株当

たり情報の各数値はそれぞ

れ以下のとおりでありま

す。 

  

（前事業年度） 

１株当たり純資産額 

 22,764円68銭 

１株当たり当期純利益金額 

 308円22銭 

  

 なお、前事業年度の潜在

株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記

載しておりません。

 また、平成18年4月16日

付で普通株式20株につき1

株の株式併合を行っており

ます。 

前事業年度の開始の日に当

該株式併合が行われたと仮

定した場合における１株当

たり情報の各数値はそれぞ

れ以下のとおりでありま

す。 

  

（前事業年度） 

１株当たり純資産額 

 22,764円68銭 

１株当たり当期純利益金額 

 308円22銭 

  

 なお、前事業年度の潜在

株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記

載しておりません。



(注) １．１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎 

 
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利
益金額

 中間(当期)純利益(千円) 465,175 386,687 343,153

 普通株主に帰属しない金  
 額(千円)

－ － －

 普通株式に係る中間(当 
 期)純利益(千円)

465,175 386,687 343,153

 普通株式の期中平均株式
 数(株)

998,587 1,048,587 1,019,409

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益金額

 中間(当期)純利益調整額  
 (千円)

－ － －

 普通株式増加数(株) － 5,400 7,071

 （うちストック・オプション） － (5,400) (7,071)

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利益金
額の算定に含まれなかった
潜在株式の概要

－
第一回新株予約権

19,640株
－

項目
前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 23,197,694 32,724,860 32,338,172

純資産の部の合計額から控
除する金額(千円)

－ － －

普通株式に係る中間期末 
(期末)の純資産額(千円)

23,197,694 32,724,860 32,338,172

１株当たり純資産額の算定
に用いられた中間期末(期
末)の普通株式(株)

998,587 1,048,587 1,048,587



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１． 重要な新株の発行

  当社は、以下のとおり増資を行

っております。

  増資の方法 有償一般募集（ブ

ックビルディング

方式）

  株式の種類 普通株式

  発行数   50,000株

  発行価額  185,250円

  発行総額  9,262,500千円

  資本組入額 92,625円

  払込期日  平成18年10月31日

  配当起算日 平成18年4月1日

  資金の使途 新規ゴルフ場の取

得等

  その他   平成18年11月１日

に東証第一部に上

場いたしました。

社債の発行 

 当社は、平成19年10月22日開催の

取締役会の決議に基づき、以下のと

おり第１回無担保社債の発行を行っ

ております。 

社債の種類 無担保普通社債 

発行総額  250億円 

発行価額  各社債の金額100円に 

      つき金100円 

利率    年2.10% 

償還方法  償還期日に総額を償  

      還 

償還期限  平成23年11月8日 

払込期日  平成19年11月8日 

担保の内容 無担保 

資金の使途 投融資資金及び借入  

      金返済資金 

 

 

                



第６ 【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 （1）有価証券報告書及びその添付書類 

   事業年度 第28期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月29日関東財務  

 局長に提出 

  

 （２）有価証券報告書の訂正報告書 

   訂正報告書(上記（1）有価証券報告書の訂正報告書)を平成19年７月13日関東財務局長に提出 

  

 （３）発行登録書（社債）及びその添付書類を平成19年10月２日関東財務局長に提出 

  

 （４）発行登録追補書類（社債）及びその添付書類を平成19年10月31日関東財務局長に提出 

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社アコーディア・ゴルフの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社アコーディア・ゴルフ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年10月31日を払込期日として新株を発行した。

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

平成18年12月22日

株式会社アコーディア・ゴルフ 

 取 締 役 会 御 中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浅  枝  芳  隆  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  國  本     望  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社アコーディア・ゴルフの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計

年度の中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわ

ち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社アコーディア・ゴルフ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月８日を払込期日として無担保普通社債を発

行した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

平成19年12月20日

株式会社アコーディア・ゴルフ 

 取 締 役 会 御 中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浅  枝  芳  隆  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  國  本     望  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社アコーディア・ゴルフの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第28期事業年度の中

間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社アコーディア・ゴルフの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年10月31日を払込期日として新株を発行した。

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

平成18年12月22日

株式会社アコーディア・ゴルフ 

 取 締 役 会 御 中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浅  枝  芳  隆  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  國  本     望  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社アコーディア・ゴルフの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第29期事

業年度の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間

貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社アコーディア・ゴルフの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月８日を払込期日として無担保普通社債を発

行した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

平成19年12月20日

株式会社アコーディア・ゴルフ 

 取 締 役 会 御 中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浅  枝  芳  隆  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  國  本     望  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。
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